
寄付資産管理区分 公益法人会計基準の保有目的による分類に準拠 別表

基本財産 運用区分

□　寄付された物件は満期保有目的の債券として運用する

□　寄付された物件は子会社株式あるいは関連会社株式で保有し運用する

□　寄付された物件はその他有価証券として保有し運用する

□　　そ　　の　　他
□　寄付された物件は現物のまま保有し運用する

　(本物件が株式の場合、当該株式は無議決権株式でなければならない)

その他財産 運用区分 特定資産区分

□　　金　　　　　　銭
□　寄付された物件は満期保有目的の債券として運用する □　公益目的事業会計の特定資産とする

□　　そ　　の　　他 □　寄付された物件は子会社株式あるいは関連会社株式として保有し運用する □ 取り崩しを認める

□　寄付された物件は金融商品会計基準に言う売買目的有価証券として保有し運用する □ 取り崩しを認めない

□　寄付された物件はその他有価証券として保有し運用する □　法人会計の特定資産とする

□　寄付された物件は現物のまま保有して運用する □　寄付された物件は特定資産としない

□　　金　　　　　　銭

管理番号

寄付者名


